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Ⅰ 概要 

１ 開催日時 

  令和７年１１月１２日（水） １４：００～１５：３０ 

 

２ 開催場所 

  常盤台地域センター 

 

３ 出席者 

  住民側 ４２名 

町会・自治会及び関係団体  ４２名 

 発言者 ６名 

一般公募  ０名 

 発言者 ０名 

傍聴者 ０名 

 

  区側９名 

  区長、政策経営部長、危機管理部長、区民文化部長、都市整備部長、土木部長、 

教育委員会事務局次長、常盤台地域センター所長、広聴広報課長（司会） 
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Ⅱ 区長冒頭挨拶 

 

 

日頃から区政全般にわたり、ご理解とご協力をい

ただき、感謝申し上げます。 

また、自治会活動などを通じて、住民相互の親睦

と交流を深め、地域の活性化と安心・安全なまちづ

くりに多大なる貢献をいただき、誠にありがとうご

ざいます。 

 

常盤台地域は教育科学館、中央図書館などの教育

施設のほか、地域の関係諸団体の催事が多く開催さ

れる平和公園があり、皆が集いやすい、みどりと文

化のかおり高い地域と認識しております。 

このことは、強みであり、魅力であると感じており

ます。 

 

また、１０月５日に開催されたスポーツフェアで

は、年齢や性別、障がいの有無を問わず、すべての

人が一緒に楽しむことができるスポーツ「ボッチャ」

の大会を実施されました。 

全国ボッチャ選抜甲子園２０２５大会で優勝し

た桐ケ丘特別支援学校のチーム「ポローニャ」を来

賓として招待され、大歓声の中、私自身も爽やかな

秋の１日を大いに楽しむことができました。 

重ねて感謝申し上げます。 

 

板橋区では、令和７年第３回区議会定例会におい

て、令和８年度からの概ね１０年後の方向性を示す、

新しい「板橋区基本構想」が議決されました。 

 

新しい基本構想における将来像（めざす姿）は、

「未来をひらく緑と文化のかがやくまち"板橋"」で

す。 

これまでの将来像を継承しながら、未来を見据え

た新しい視点を加え、はぐくんできた土台をもとに

多様な主体がともに協力し、新しいページを「開く」

ように可能性を広げ、自ら主体的に未来を「切り拓

いていく」決意が込められています。 

 

これからも、「あたたかい人づくり、やさしい区

政」を信条に、区民の皆様の心に寄り添った取組を

進めるとともに、常盤台地域の皆様が、住みやすい

まちと感じていただけるよう、地域課題の解決に向 

 

 

けて取り組んでまいりたいと存じますので、引き続

きのご支援・ご協力を賜りますよう、お願いいたし

ます。 

 

前回の常盤台地区における懇談会は、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和３年度が書

面での開催でした。 

 

そのため、対面での開催は平成２９年５月以来で

あり、早いもので８年が経過しようとしています。 

 

本日は、地域の課題はもとより、区政全般にわた

る課題や、ご要望などを、直接、お伺いできる貴重

な機会となりますので、これを活かした地域の課題

解決、区の発展につなげてまいりたいと考えていま

す。 

短い時間となりますが、有意義な懇談会にしたい

と思っておりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 
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常盤台地区区民と区長との懇談会 第一部 質問要旨及び区長回答 
 

 

1番 ときわ台、上板橋駅のホームドア設置の実

現について 

 

常盤台東町会ご質問（要旨） 

 東武東上線ときわ台駅、上板橋駅へホームドア等、

早期設置の実現に向けて、東武鉄道への強い働きか

けをお願いする。 

区長回答 

 鉄道駅のホームドアは、視覚障がい者をはじめ、

子どもから高齢者まで、すべての鉄道利用者の安全

確保の観点から必要な設備であると考えておりま

す。ホームドアの整備を促進するため、区では、2024

年度より、鉄道事業者に対し、整備に要する経費の

一部を補助しております。 

現在、東武練馬駅、下赤塚駅、成増駅の 3駅でホ

ームドアの整備工事が進められており、東武練馬駅

は今年度の 12 月 12 日、下赤塚駅は 2 月 22日、成

増駅は 3 月 10 日にホームドアの使用開始を予定し

ております。 

ご要望のときわ台駅、上板橋駅のホームドアの整

備については、東武鉄道の最新の事業計画によりま

すと、2028年度までに整備を行う予定であり、昨年

度示された 2035 年度よりも早期に整備されること

となっております。 

区では、一日も早く東武東上線の各駅のホームド

アが整備されるよう、東武鉄道に対し、引き続き補

助事業により支援しながら、働きかけを行ってまい

ります。 

 

 

2番 防犯カメラ設置について 

 

東新町一丁目町会ご質問（要旨） 

公園内及びその周辺における犯罪抑止のため、

公園内に防犯カメラの設置について、要望する。 

区長回答 

東新町一丁目町会におかれましては、町会での防

犯カメラ設置など、日頃より安心・安全なまちづく

りにご協力いただき、感謝申し上げます。 

 町会・自治会、商店街等の防犯カメラ設置にあた

っては、東京都の補助要件により、公道を撮影する 

 

ものが対象となっております。そのため、公園内を 

撮影する目的での設置はできないものとされてお

ります。 

一方で、公園内への防犯カメラ設置に関する要望

は、他の公園でも多数いただいております。施設が

破壊される等の犯罪行為や、深夜に大きな音を出す

等の迷惑行為が繰り返し行われている公園などを

中心に、必要度に応じて順次設置してまいりました。 

 現在導入している防犯カメラは、クラウドシステ

ムのタイプが中心です。今後のカメラ設置について

は、契約期間の更新タイミングを見計らい、緑ヶ丘

第一公園を含め、他の公園で起きている犯罪行為や

迷惑行為による被害等と比較しながら、設置箇所を

検討してまいります。 

 

 

3番 SNS 等を活用したより積極的な周知につい

て 

 

南常盤台二丁目町会ご質問（要旨） 

板橋区より町会へ、参加・協力依頼のあるイベン

トや事業について、ＳＮＳ等を活用し、より積極的

な周知や広報活動を行っていただきたい。 

区長回答 

日頃より、区の事業へのご理解とご協力、またコ

ミュニティ活性化のため様々な活動に取り組んで

いただき、誠に感謝申し上げます。 

区のイベント・事業については、掲示板や回覧板

のほか、広報いたばし、区ホームページにて周知し

ております。町会・自治会への加入促進についても

同様に情報発信を行っております。 

SNS を活用した情報発信については、区公式 

LINE や Instagram、X 等を活用し、町会・自治会

情報に限らず、若い方が行政情報や地域情報、板橋

区の魅力情報などに興味を持っていただけるよう

努めております。発信方法や内容については、今後

も検討してまいります。 

なお、令和 7 年度に稼働予定の地域交流アプリ

「結ネット」 は、各町会・自治会活動情報の発信

や会員同士の相互交流機能のほか、掲示板・回覧板 
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常盤台地区区民と区長との懇談会 第一部 質問要旨及び区長回答 
 

 

をはじめ行政情報へのアクセスもしやすくなって

おります。今後、町会・自治会が地域活動や情報発 

信を行ううえで重要なツールとなると考えており

ます。 

区としては、結ネットの普及と活用を積極的にサ

ポートし、デジタル地域通貨「いたばし Pay」のポ

イントキャンペーンの実施など、登録者の増加と若

年層のアプリ導入率向上のための支援も併せて行

う予定です。 

 

 

4番 小・中学校における暑さ対策について 

 

青健常盤台地区委員会ご質問（要旨） 

猛暑の影響もあり、区内小・中学校の空調設備の

効きが悪い時がある。子供たちの体調管理にも影響

があるため、至急の対応をお願いする。 

区長回答 

近年の異常な暑さを受け、区立小中学校の最上階

の教室や天井が高い体育館においては、夏季の高温

時に冷房効率が低下するという構造的な問題が生

じております。そのため、保護者や関係者の皆様に

ご心配をおかけしております。 

 学校施設につきましては、改築・改修時に断熱化

を徹底するとともに、既存校ではフィルター等の洗

浄、温度センサーの設定変更、遮熱フィルムの貼付

け等、複数の対策を複合的に進め、暑さ対策の強化

に努めております。 

 今後も、教室や体育館の暑さ対策を実現するため、

先進事例や技術に関する情報収集を引き続き行い、

児童・生徒の教育環境の向上に全力を尽くし、適切

な対応を図ってまいります。 

 

 

5番 区内中学校修学旅行の無償化について 

 

常盤台一・二丁目町会ご質問（要旨） 

 今年度より、墨田区、荒川区、葛飾区など、一部

自治体において、修学旅行費用助成制度（全額また

は費用の一部）の運用が行われている。板橋区にお

いても、同制度の設立・運用について、検討をお願 

 

いする。 

区長回答 

修学旅行は、学校外で自然や文化に親しむととも

に、集団生活を学び、よりよい人間関係を築くこと

などを目的として実施しており、子どもたちの成長

に不可欠なものと認識しております。 

また、常盤台地区の皆様には、子どもたちの多様

な成長に不可欠な様々な体験の一つとして、青健に

よる夏の八ヶ岳キャンプにご尽力いただき、この場

をお借りして厚く御礼申し上げます。 

実施にかかる費用は、就学援助世帯を除き、保護

者の皆様の私費にてご負担いただいておりますが、

近年の物価高騰の影響により、そのご負担が大変重

くなっていることは重々承知しております。多大な

るご協力に感謝申し上げます。 

現時点では、全額無償化の実現は困難な状況にご

ざいますが、給食費の無償化など、他の教育費に係

る保護者負担の軽減に継続して取り組んでいると

ころでございます。 

修学旅行費用等に係る保護者負担については、喫

緊の課題として強く認識しており、今後、制度設計

に向けて検討してまいります。 
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常盤台地区区民と区長との懇談会 第二部 懇談（意見交換） 

 

防災について 

 

板橋区の防災に関する取組について説明（危機管

理部長）  

 本日は板橋区の防災に関する取組について説明

します。A3カラーの「板橋の防災対策」については、

後ほどご自宅等で確認ください。さらに、板橋区防

災アプリのチラシも配布しました。このアプリは防

災情報の収集に非常に有用であり、スマートフォン

をお持ちの方はぜひダウンロードしていただき、地

震や水害が発生した際に板橋区からの各種情報を

受け取れるようご活用ください。 

 本日は二つのテーマについて説明します。一つ目

は「災害時の避難行動」について、次に「板橋区の

水害対策および高台まちづくり」についてです。 

 地震は予測できませんが、南海トラフ地震や首都

直下地震は 30 年以内に 70 から 80％の確率で発生

するとされています。地震が発生した際は、まず身

の安全を確保し、その後必要に応じて避難を行って

いただきます。具体的な避難の流れとしては、倒壊

や火災などで自宅に居続けることが危険と判断さ

れた場合は、町会が指定する一時集合場所へ避難し

てください。大規模な火災が発生した場合は、都立

城北中央公園を広域避難場所として利用します。自

宅が安全であると判断できる場合は、在宅避難を推

奨しております。その際は、食料を 3日分、できれ

ば 7 日分程度備蓄していただくようお願いします。 

 避難所は狭く生活環境が制限されるため、災害関

連死のリスクが高まります。そこで板橋区は、日光

市、渋川市、沼田市など 13 の自治体と相互援助協

定を締結し、避難先としてホテルや旅館を利用でき

る体制を整えております。広域避難の具体的な手順

としては、大規模災害が発生した後、3日目を目安

に広域避難者を募集し、7日目を目安にバスで協定

自治体へ避難し、約 2週間後に板橋区へ戻る流れと

なります。ただし、全区民が対象になるわけではな

く、現在は約 2,000名を避難できる体制を目指して

おります。 

 常盤台地区の指定避難場所や集合場所について

は、予め自宅近くの場所を確認してください。避難

所の開設手順は、町会・自治会の皆様に協力をお願

いしており、避難所単位で毎年運営協議会を開催し、 

 

開設の準備を進めています。震度 5弱以上で区職員

や教職員は自動参集し、震度 6弱以上の場合は避難

所の開設することとなっています。 

 水害は台風や大雨の予兆が事前に得られるため、

早めの避難を推奨いたします。避難先は地震時と同

様に在宅避難、分散避難、避難所避難の三つのパタ

ーンを案内しています。ハザードマップを活用し、

安全な場所への避難を計画してください。また、情

報収集手段としては、テレビ、板橋区のホームペー

ジ、Twitter（X）、防災アプリ、防災メール、Jアラ

ート、そして防災行政無線を活用いただけます。防

災行政無線が届きにくい場合は、電話応答サービス

をご活用ください。 

 水害の警戒レベルは気象庁や河川の水位情報を

基に区が発令し、レベル 3・4 での避難、レベル 5

での安全確保行動を実施します。荒川の氾濫が想定

される北部地域では、5メートル以上の浸水と 2週

間以上の継続が予測されています。常盤台地区は中

小河川の影響が懸念されますので、石神井川・白子

川・新河岸川の水位情報も併せてご確認ください。

板橋区はこれらの河川の水位をリアルタイムで閲

覧できるホームページを提供しています。 

 タイムライン防災とは、いつ何を行うかを時系列

で示し、住民の皆様に早期の避難行動と情報収集を

促す指針です。特に荒川の氾濫は台風通過後に遅れ

て水位が上昇する傾向があるため、早めの避難をお

願いします。 

 最後に、緊急一時待機場所として、旧日本製鉄跡

地（MFLP・LOGIFRONT東京板橋）と区立新河岸陸上

競技場の２か所を確保しています。前者は物流施設

とヘリポートを併設した高台まちづくりの事例で、

今年度のグッドデザイン賞にも選出されました。後

者は東京都水再生センターの上に位置し、高所にあ

るため浸水時の安全な待機場所として活用できま

す。現在、両施設間を結ぶ連絡通路の整備を進めて

おり、今年度末に完成予定です。 

 以上、板橋区の防災に関する取り組みとして、地

震・水害対策および高台まちづくりについてご説明

いたしました。ご清聴ありがとうございました。 
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常盤台地区区民と区長との懇談会 第二部 懇談（意見交換） 

 

ご質問・ご要望（要旨）① 

防災に対する質問提案について 

発災時におけるより現実的な避難行動を可能と

するため、一時集合場所や町会内にある民間施設の

活用など、区の見解を伺う。 

危機管理部長 質問に対する回答 

日頃より、町会の皆様におかれましては、災害時

において重要となる自助・共助の活動にご尽力いた

だき、厚く御礼申し上げます。 

災害時における避難行動については、まずは自宅

の安全を確認し、危険がなければ無理に避難所へ行

かず、住み慣れた自宅で過ごす「在宅避難」を推奨

しております。また、親せきや友人宅へ避難する方

法もあるので、様々な選択肢を持つことが重要と考

えます。 

ご質問にありましたとおり、地震などの災害によ

り自宅での生活が困難となった場合には、町会・自

治会が定めている「一時（いっとき）集合場所」に

集まった後、小中学校等の避難所に移動していただ

くことを想定しています。 

区の避難所では、最大避難者数を全区民の約 1割

程度と想定しており、全ての方が避難所へ避難でき

るわけではありません。また、避難所では多くの方

が共同で生活を行うため、プライバシーの確保が難

しくなるほか、慣れない環境での生活によりストレ

ス等で体調を崩す場合もあります。 

このため、区では災害時相互援助協定を締結して

いる自治体へ広域避難する体制も構築しています。 

また、避難所に避難する場合においても、車いす

の方や足の不自由な方、高齢の方など支援を必要と

する方にとっては、住み慣れた地域で顔なじみの方

とともに避難することで、その後の避難生活の安

心・安全につながります。したがって、お住まいの 

地区内の避難所に避難することは重要なポイン

トであると考えます。 

今回ご提案のケースについては、避難経路上に踏

切があるという事情を踏まえ、一時集合場所や避難

所を変更することが考えられますが、この場合にお

いても、地域での支援や見守りの体制を継続し、要

配慮者を含めた地域全体での避難体制を維持して

いくことが大切です。 

 

最後に、民間施設の活用については、地域の状況

を踏まえ、地元町会と施設管理者との協議により合

意が得られれば、避難場所としての活用も可能であ

ると考えます。 
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1

板橋区の防災に関する取組

令和７年１１月１２日

7



2

地震発生時の行動（防災ガイド・ハザードマップより）

8



避難の流れ

広域避難場所
（大きな公園・広場）

指定避難所
（区立小中学校等）

親戚・知人宅・
ホテルなど宿泊施設

大地震発生

自宅の倒壊 火災の危険

危険あり

“在宅避難”自宅で生活できる

危険なし

一時集合場所
（近所の公園など）

大規模火災
など

自宅で生活
できない

災害時相互援助協定
自治体へ広域避難

福祉避難所
への避難

二次避難

39



広域避難の流れ

410



5

常盤台地区の指定避難所と一時集合場所
一時集合場所

指定避難所

上板橋四小

上板橋三中

常盤台小

上板橋小

中台小

前野小

富士見台小

桜川中

桜川小
弥生小

広域避難場所

志村第一中
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6

避難所の開設の流れ（避難所運営マニュアルより）

〇避難所隊・近隣協力員により鍵を開錠
〇避難者がすでに避難所に集まっている場合は、校庭などの安全な
場所に待機してもらう。

避難所の開錠

施設の点検
〇建設関連事業者や避難所運営職員で協力し、チェックリストを用
いて施設の安全点検を行う（建物（生活スペース等）、電気、水道
等の設備）

開設準備
〇受付の設置。また備蓄倉庫から避難所関連書類を持ち出し、避難
所受入カードを用意する。
〇夜間の場合、投光器などで受付場所を照らす。

〇避難者に受入カード、健康状態チェックリストを記入してもらう。
〇開設後、区職員はタブレット端末等を用い、災害対策本部に開設
状況を報告する。

〇避難所運営協議会を設置し、避難所の運営に関するルール作り・
確認を行う。
〇避難所運営は各活動班ごとに役割を分担する。

避難所の開設

避難所の運営

12



・区職員・教職員は震度５弱以上で参集し開設準備をします。
・避難所運営協議会の方も震度５弱以上で参集をお願いします。
・開設の指示は無線や参集メール等でお知らせします。

・震度６弱以上の場合（自動開設）
・震度６弱未満でも避難者が避難所に詰めかけた場合（各避難所
の判断で開設をしてください）
・板橋区の災害対策本部からの開設の指示がある場合

7

避難所の開設基準（避難所運営マニュアルより）

参集の基準

避難所開設の判断

13



8

水害発生時の行動（防災ガイド・ハザードマップより）

避難とは「難」を避けることであり、安全な場所にいる人まで避
難する必要はありません。さまざまな避難先を検討しましょう。
避難方法は大きく３つ。「いる場所」と「その時の状況」で変わ

ります。

14
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10

情報収集のしかた

・ＮＨＫ総合テレビデータ放送（ｄボタン）
・Ｊ：ＣＯＭチャンネル（11チャンネル）

テレビで情報収集

・いたばし防災＋アプリ
・板橋区防災メール
・板橋区ＬＩＮＥ公式アカウント

携帯電話やスマートフォンを活用

・板橋区公式ホームページ、板橋区気象情報
・板橋区防災・防犯情報Ｘ（旧Twitter）
・気象庁ホームページ

ホームページなどを確認

・防災行政無線（区内165か所）
電話応答サービス 0120－357－411（無料）

・緊急速報メール（エリアメール）※すべての携帯電話、スマホに一斉配信

情報は他にも

16



11

水害の警戒レベルと避難行動

区では、気象庁などから発表される「防災気象情報」や降雨量、河川の
水位の状況を総合的に判断して警戒レベルを付した「避難情報」を発令し
ます。安全に避難するために『レベル４』までの情報で避難してください。

17



ハザードマップ【荒川氾濫版】

12

【荒川氾濫時の想定】
浸水深：５メートル以上
浸水継続時間：２週間以上

板橋区北部
浸水域

18



13

タイムライン防災
タイムラインとは、災害発生時に迅速・円滑・的確に対応するための事前防災
行動計画です。「いつ」「誰が」「何を」行うのかをあらかじめ時系列にまとめること
で、防災活動を効果的に進めることができます（タイムライン防災・全国ネット
ワーク会議HPより）。

国や自治体などの行政機関が作成するタイムラインのほか、町会・自治会単位
で作成するコミュニティ・タイムライン、個人や家庭で作成するマイ・タイムライン
があります。

気象状況 防災気象情報など 行政機関活動 住民がとるべき行動

台風発生 気象庁の台風予報
・情報収集

・体制の確認・準備
情報収集
避難所確認

台風上陸可能性
・気象庁の記者会見
・大雨・洪水注意報

・区民への注意喚起
・分散避難の呼びかけ

防災用品準備
分散避難

災害発生危険性 大雨洪水警報
・荒川シフト第1段階
（避難所開設33か所）

高齢者等避難

・大雨特別警報
・氾濫警戒情報

・荒川シフト第2段階
（避難所開設追加17か所）

・高齢者等避難発令
高台避難

避難判断水位
氾濫危険水位

氾濫危険情報 避難指示発令 高台避難

氾濫発生情報 緊急安全確保発令 緊急一時退避

72時間前

48時間前

24時間前～
12時間前

12時間前～
0時間前

6時間後

12時間後

台風最接近

氾濫発生

特に荒川の場合は、台風が過ぎた後に、
河川の水位が最も高くなる可能性があ
るので、気を緩めずに注意が必要！

～荒川氾濫タイムライン～
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14

緊急一時退避場所 ① MFLP・LOGIFRONT東京板橋

水害に強い拠点形成に向け、板橋区・三井不動産㈱・日鉄興和不動産㈱・日鉄エン
ジニアリング㈱が連携し、国内初の「高台まちづくりを盛り込んだ官民連携の都市計
画決定（令和4年9月）」により、都内で最大規模の都市型物流施設を実現。

◆災害時にヘリポートとしても活用
可能な高台広場を敷地内に整備

◆高台広場から緊急一時退避場所
への避難路（デッキ）の整備

◆板橋区災害時配送ステーション
の整備

◆区立舟渡水辺公園と敷地内の高
台広場等の一体整備

◆物流施設併設型ドローン実証実
験施設「板橋ドローンフィールド」の
整備

20



民間物流施設における地域貢献（防災関連）

 

避難路（デッキ） 避難路（地上） 都市計画道路の先行整備 

（２～６階の車路の一部） 

広場 舟渡水辺公園 
緑道 広場 

補助 204 号線 

【主な地域貢献内容】 

新河岸川 

東西断面図（イメージ）： 
避難路、緊急一時退避場所（緊急一時
退避場所は建物内の２～６階の車路に
位置付ける） 

①荒川最大想定：T.P9.0ｍ 

②新河岸川最大想定：T.P5.2ｍ 

※T.P：東京湾の平均 

海面からの高さ 

高台広場 

災害時の物資の保管・配送拠点 

（２階の倉庫の一部） 

緊急一時退避場所 

（２～６階の車路の一部） 

（ヘリポート） 

（公園・広場を一体的に整備） 
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区立新河岸陸上競技場と荒川河川敷堤防を結ぶ連絡通路を整備すること
で緊急一時退避場所からの避難を可能とする（国土交通省との連携）。
令和８年３月竣工予定

16

緊急一時退避場所 ② 区立新河岸陸上競技場

出典：国土交通省荒川下流河川事務所

連絡通路

緊急一時退避場所

緊急一時退避場所
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常盤台地区区民と区長との懇談会 区からの情報提供 
 

１ ときわ台駅北口自転車駐車場の設置について 

ときわ台駅北口第３自転車駐車場の用地返還に伴い施設を廃止し、代替施設として、

旧中央図書館跡地の一角にときわ台駅北口仮自転車駐車場を設置いたします。 

 

 

 

11月初旬         利用者への周知(駐車場廃止及び開設予定について) 

11月下旬         利用者への周知(移転に伴う手続きの案内について)   

12月１日(予定)     ときわ台駅北口仮自転車駐車場開設 

12月 31日(予定)   ときわ台駅北口第３自転車駐車場廃止 

令和 8年 2月(予定)  ときわ台駅北口第３自転車駐車場原状回復工事 

※12月中は利用者の移行手続き期間として、一時的に新旧駐車場の併用期間とする 

予定です。 

 

 

２ 令和 5年 7月 1日に板橋区 LINE公式アカウントを開設しました。 

 LINE公式アカウントでは、防災、子育て、ごみ・リサイクルなどの

くらしに関する情報や、イベント情報のほか、受け取りたい情報をカ

テゴリー別に選択することができます。また、メニューからは、区ウ

ェブサイトへ手軽にアクセスすることができます。便利な機能がたく

さんありますので、ぜひ友だち追加してご利用ください。 

  

 

 

 

 

登録方法１ 

右の二次元コードから友だち追加 

 

 

 

。 

登録方法２ 

LINE アプリのホーム画面の ID 検索画面 

から「＠itabashi」と検索し、友だち追加 
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３ こんなトラブル相談増えています！個人情報を聞き出す不審な電話に注意 

〇相談事例 1 

大手電話会社を名乗る自動音声電話で、「料金未払いのため、２時間 

後に回線を止めます。問い合わせが必要な場合は電話機の“9”を押し 

てください。」と連絡があった。あわてて“9”を押したら、人が出て、 

個人情報を聞かれたので氏名や生年月日を伝えてしまったが、後でこの 

電話会社とは契約していないことに気付いた。  

 

〇相談事例 2 

 自宅の固定電話に官公庁を名乗り「これから２時間後に通信できなく 

なる」という電話がかかってきた。非通知設定からの着信で、突然通信 

できなくなることはないはずなので、明らかにおかしい。他にも同様の 

電話がかかる可能性があるので情報提供したい。 

 

〇消費者センターからのアドバイス 

・官公庁や大手電話会社から、電話を停止することに関して、自動音声ガイダンスやＳＭ

Ｓを使って連絡することはありません。 

・「回線を止める」との言葉に、あわてず、不審な電話は一切、相手をせずに、切るように

しましょう。 

・個人情報は絶対に伝えないようにしましょう。 

・日頃から身近な家族や周りの人が高齢者の変化にいち早く気付くことができるよう、見

守ることはとても重要です。定期的に様子をうかがい、不審な電話があった場合には個人

情報を教えないように伝えてください。  

 

 

また、チラシの裏面に、高齢者サポートサービスの契約トラブルに関 

する相談事例と消費者センターからのアドバイスが記載されております。 

あわせてご確認いただき、契約を検討している高齢者が周りにいました 

ら情報共有いただけると幸いです。  

 

４ 消費者トラブルひとりで悩まずすぐ相談 消費者トラブルホット 

ライン 188 

〇188「いやや」消費者ホットライン 

 様々な消費者トラブルに巻き込まれたら悩まず消費者ホットライン 

に相談してください。消費者ホットラインは地方公共団体が設置して 

いる身近な生活相談窓口におつなぎします。 
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2025/11/12 

土木計画・交通安全課 

 

ときわ台駅北口第３自転車駐車場の廃止 

及びときわ台駅北口仮自転車駐車場の設置について 

 

 ときわ台駅北口第３自転車駐車場の用地返還に伴い施設を廃止し、代替施設

として、旧中央図書館跡地の一角にときわ台駅北口仮自転車駐車場を設置いた

します。 

１．駐車場の概要について 

２．位置関係について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．今後の予定について 

  11月初旬     利用者への周知(駐車場廃止及び開設予定について) 

  11月下旬     利用者への周知(移転に伴う手続きの案内について)   

12月１日(予定)     ときわ台駅北口仮自転車駐車場開設 

  12月 31日(予定)   ときわ台駅北口第３自転車駐車場廃止 

  令和 8年 2月(予定)  ときわ台駅北口第３自転車駐車場原状回復工事 

  ※12月中は利用者の移行手続き期間として、一時的に新旧駐車場の併用期 

間とする予定です。 

４．問い合わせ先 

  土木部土木計画・交通安全課自転車対策係 電話：03-3579-2517 

常盤台地区区長懇 情報提供資料 

【廃止】

【開設】

施 設 名 ときわ台駅北口第３自転車駐車場

所 在 地 東京都板橋区常盤台二丁目６番２号

収 容 台 数 自転車80台　定期利用

収 容 台 数 自転車98台 定期利用

施 設 名 ときわ台駅北口仮自転車駐車場

所 在 地 東京都板橋区常盤台一丁目13番１号

ときわ台駅 

旧中央図書館 

【開設】 

ときわ台駅北口 
仮自転車駐車場 

【廃止】 

ときわ台駅北口 
第３自転車駐車場 

常盤台小学校 
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Ⅵ 区長結び挨拶 

 

 

 

  

 

本日は、限られた時間ではございましたが、貴重

なご意見等をいただきまして、誠にありがとうござ

いました。 

 

本日の懇談会では、駅のホームドア設置に関する

ことや、ＳＮＳを活用した周知に関すること、修学

旅行の無償化に関することなど、テーマが多岐にわ

たり、地域の皆様の関心の高さを感じる機会となり

ました。 

 

皆様からいただいたご意見・ご要望につきまして

は、できることは速やかに実行に移し、検討・調整

を要するものについても、十分に検討し、よりよい

区政の実現に向けて取り組んでまいりますので、今

後とも、ご支援・ご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

 

また、安心・安全で快適な地域づくりのためには、

地域コミュニティを活性化し、より発展させていく

必要があることを、強く感じております。 

 

そのため、日頃より、地域にて活発に活動されて

おります皆様方のお力添えをいただきながら、地域

課題をともに考え、問題解決に向けて、ともに取り

組んでまいりたいと存じますので、引き続きのご支

援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

結びにあたり、常盤台地区の益々のご発展と、本

日お集まりいただきました皆様の、益々のご健勝、

ご活躍を祈念いたしまして、お礼のご挨拶に代えさ

せていただきます。 

 

本日は、誠にありがとうございました。 
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